
物
流
を
取
り
巻
く
環
境

物
流
は
、
わ
が
国
の
国
民
生
活
や
経
済
を
支
え
る

重
要
な
社
会
イ
ン
フ
ラ
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
、
物

流
業
界
は
担
い
手
不
足
や
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
へ

の
対
応
な
ど
、
様
々
な
課
題
に
直
面
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
中
、
２
０
１
８
年
に
成
立
し
た
「
働
き
方

改
革
を
推
進
す
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す

る
法
律
」
に
基
づ
き
、
２
０
２
４
年
４
月
か
ら
ト
ラ

ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
に
も
い
よ
い
よ
時
間
外
労
働
の
上

限
規
制（
原
則
月
45
時
間
・
年
３
６
０
時
間
、
臨
時
的

特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
で
も
年
９
６
０
時
間
）が
適

用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
物
流
の
現
場
を
魅
力
あ
る
職

場
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
他

方
で
、
一
部
の
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
の
労
働
時
間

が
短
く
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
、
何
も
対
策
を
講
じ

な
け
れ
ば
物
流
の
停
滞
が
生
じ
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ

る
。
い
わ
ゆ
る
「
２
０
２
４
年
問
題
」
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
２
０
２
４
年
度
に
は
14
％（
ト
ラ

ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
14
万
人
相
当
）、
２
０
３
０
年
度

に
は
34
％（
ト
ラ
ッ
ク
ド
ラ
イ
バ
ー
34
万
人
相
当
）の

輸
送
力
が
不
足
す
る
と
推
計（

注
）さ
れ
、
今
の
よ
う
に
は

モ
ノ
が
運
べ
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
た
め
、
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
に
お
け
る
「
働
き

方
改
革
」
を
進
め
つ
つ
、
取
引
環
境
の
適
正
化
や
生

産
性
向
上
な
ど
の
取
り
組
み
を
さ
ら
に
加
速
し
て
、

輸
送
力
の
不
足
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ

る
。「

物
流
革
新
に
向
け
た
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」

の
策
定

２
０
２
３
年
６
月
２
日
に
開
催
さ
れ
た
「
我
が
国

の
物
流
の
革
新
に
関
す
る
関
係
閣
僚
会
議
」
に
お
い

て
、「
２
０
２
４
年
問
題
」
に
対
応
し
、
荷
主
企
業
、

物
流
事
業
者
、
一
般
消
費
者
が
協
力
し
て
わ
が
国
の

物
流
を
支
え
る
環
境
を
整
備
す
べ
く
、
①
商
慣
行
の

見
直
し
、
②
物
流
の
効
率
化
、
③
荷
主
・
消
費
者
の

行
動
変
容
│
の
三
つ
を
柱
と
す
る
抜
本
的
・
総

合
的
な
対
策
と
し
て
、「
物
流
革
新
に
向
け
た
政
策

パ
ッ
ケ
ー
ジ
」（
以
下
、「
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」）が
取

り
ま
と
め
ら
れ
た
。

こ
の
中
で
は
、
２
０
２
４
年
通
常
国
会
で
の
法
制

化
も
含
め
、
数
々
の
対
策
に
中
長
期
的
に
継
続
し
て

取
り
組
む
た
め
の
枠
組
み
を
確
実
に
整
備
す
る
こ
と

と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
法
制
化
に
先
立
ち
、
経
済
産

業
省
、
農
林
水
産
省
、
国
土
交
通
省
の
３
省
共
同
で
、

発
荷
主
事
業
者
、
着
荷
主
事
業
者
、
物
流
事
業
者
が

早
急
に
取
り
組
む
べ
き
事
項
を
ま
と
め
た
「
物
流
の

適
正
化
・
生
産
性
向
上
に
向
け
た
荷
主
事
業
者
・
物

流
事
業
者
の
取
組
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
策

定
し
た
。
現
在
、
荷
主
や
物
流
業
界
団
体
に
対
し
て

同
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
広
く
周
知
す
る
と
と
も
に
、
業

種
・
分
野
別
の
「
自
主
行
動
計
画
」
を
２
０
２
３
年

内
を
め
ど
に
作
成
・
公
表
す
る
よ
う
要
請
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
含
め
、
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ

の
実
現
を
可
能
な
も
の
か
ら
速
や
か
に
進
め
て
い
く
。

加
え
て
、
２
０
３
０
年
度
に
向
け
た
政
府
の
中
長

期
計
画
を
２
０
２
３
年
内
に
も
策
定
・
公
表
す
る
こ

と
と
し
て
い
る
。

国
土
交
通
省
物
流
・
自
動
車
局
長

鶴つるた
田
浩ひろひ

さ久

持
続
可
能
な
物
流
に
向
け
て

（注）本誌８ページ参照
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政
府
・
与
党
に
お
け
る
検
討
状
況

政
府
は
２
０
２
２
年
９
月
か
ら
、
荷
主
を
所
管
す

る
農
林
水
産
省
・
経
済
産
業
省
と
、
物
流
を
所
管
す

る
国
土
交
通
省
が
共
同
で
、
有
識
者
に
よ
る
「
持
続

可
能
な
物
流
の
実
現
に
向
け
た
検
討
会
」
を
開
催
し

て
き
た
。
同
検
討
会
で
は
、
着
荷
主
を
含
む
荷
主
や

一
般
消
費
者
が
共
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
担
う
べ
き

役
割
を
再
考
す
る
と
と
も
に
、
物
流
が
直
面
し
て
い

る
諸
課
題
の
解
決
に
向
け
て
よ
り
実
効
性
の
あ
る
取

り
組
み
が
行
え
る
よ
う
、
検
討
を
重
ね
て
き
た
。
検

討
に
当
た
っ
て
は
、
物
流
事
業
者
が
提
供
価
値
に
応

じ
て
適
正
な
対
価
を
収
受
す
る
と
と
も
に
、
物
流
事

業
者
、
荷
主
、
経
済
社
会
が
い
わ
ゆ
る
「
三
方
良

し
」
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
た
。
２
０
２
３
年
８
月

31
日
に
は
、
同
検
討
会
の
最
終
取
り
ま
と
め
を
公
表

し
て
お
り
、
こ
れ
に
基
づ
き
、
非
効
率
な
商
慣
行
の

是
正
等
に
向
け
て
規
制
的
措
置
を
導
入
す
る
な
ど
、

実
効
性
の
あ
る
取
り
組
み
を
進
め
て
い
く
。

一
方
自
民
党
で
は
、
物
流
調
査
会（
会
長
：
今
村

雅
弘
衆
議
院
議
員
）が
物
流
事
業
者
だ
け
で
な
く
荷

主
事
業
者
も
含
め
幅
広
い
事
業
者
や
業
界
団
体
に
ヒ

ア
リ
ン
グ
を
行
い
、
議
論
と
検
討
を
重
ね
、
２
０
２

３
年
５
月
23
日
、「
国
民
生
活
や
経
済
を
支
え
る
物

流
の
革
新
に
向
け
た
提
言
」
を
取
り
ま
と
め
て
い
る
。

政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
は
、
持
続
可
能
な
物
流
の
実
現

に
向
け
た
検
討
会
や
自
民
党
物
流
調
査
会
に
お
け
る

議
論
を
十
分
に
踏
ま
え
て
取
り
ま
と
め
た
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

「
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
に
基
づ
く

具
体
的
な
取
り
組
み

２
０
１
８
年
の
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
改
正

（
議
員
立
法
）に
よ
り
、
国
土
交
通
大
臣
が
「
標
準
的

な
運
賃
」
を
定
め
、
告
示
で
き
る
制
度
が
創
設
さ
れ

る
と
と
も
に
、
荷
主
へ
の
「
働
き
か
け
」
や
「
要
請
」

な
ど
が
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
制
度
は

２
０
２
３
年
度
末
ま
で
の
時
限
措
置
と
さ
れ
て
い
た

が
、
２
０
２
３
年
６
月
の
通
常
国
会
に
お
い
て
、
同

じ
く
議
員
立
法
に
よ
り
、
適
用
期
限
が
「
当
分
の

間
」
へ
延
長
さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
、「
標
準
的
な

運
賃
」
に
つ
い
て
は
、
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
基
づ
き
、

２
０
２
３
年
内
を
め
ど
に
、
コ
ス
ト
上
昇
分
も
含
め

て
適
正
に
価
格
転
嫁
で
き
る
よ
う
運
賃
水
準
を
見
直

す
と
と
も
に
、
荷
待
ち
・
荷
役
や
附
帯
業
務
な
ど
輸

送
以
外
の
サ
ー
ビ
ス
の
対
価
に
つ
い
て
も
標
準
的
な

水
準
を
示
す
こ
と
と
し
て
い
る
。

加
え
て
、
こ
れ
ら
の
制
度
の
実
効
性
を
確
保
す
る

た
め
、
２
０
２
３
年
７
月
21
日
、
本
省
な
ら
び
に
各

地
方
運
輸
局
に
、
１
６
２
人
体
制
と
な
る
「
ト
ラ
ッ

ク
Ｇ
メ
ン
」
を
設
置
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ト
ラ
ッ

ク
事
業
者
へ
の
プ
ッ
シ
ュ
型
の
情
報
収
集
を
開
始
し
、

情
報
収
集
力
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
貨
物
自
動
車

運
送
事
業
法
に
基
づ
く
荷
主
等
へ
の
「
働
き
か
け
」

「
要
請
」「
勧
告
・
公
表
」
制
度
の
執
行
力
を
強
化
す

る
こ
と
と
し
て
い
る
。
荷
主
側
の
事
情
に
よ
る
長
時

間
の
荷
待
ち
や
、
運
賃
・
料
金
の
不
当
な
据
え
置
き

な
ど
を
是
正
す
べ
く
、
関
係
省
庁
・
産
業
界
と
緊
密

に
連
携
し
つ
つ
、
一
層
強
力
に
取
り
組
む
。

さ
ら
に
、
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
に
基
づ
い
て
実
効
性

あ
る
取
り
組
み
を
進
め
る
べ
く
、
必
要
な
予
算
の
確

保
や
法
制
化
の
検
討
を
進
め
て
い
る
。

「
２
０
２
４
年
問
題
」
は
早
急
に
対
処
す
べ
き
喫

緊
の
課
題
で
あ
る
が
、
当
該
時
点
を
乗
り
越
え
れ
ば

終
わ
る
一
過
性
の
課
題
で
は
な
く
、
構
造
的
な
課
題

で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
意
味
で
、
２
０
２
４
年
は

「
終
わ
り
」
で
は
な
く
「
始
ま
り
」
で
あ
る
。
２
０

３
０
年
の
輸
送
力
不
足
も
見
据
え
、
中
長
期
的
な
視

点
で
持
続
可
能
な
物
流
の
実
現
に
向
け
て
取
り
組
ん

で
い
く
必
要
が
あ
る
。
国
土
交
通
省
と
し
て
は
、
こ

れ
ま
で
以
上
に
関
係
省
庁
・
産
業
界
と
緊
密
に
連
携

し
、
政
府
一
丸
と
な
っ
た
取
り
組
み
の
中
で
、
ス
ピ

ー
ド
感
を
も
っ
て
「
２
０
２
４
年
問
題
」
に
対
応
し

て
い
く
。

● 物流は国民生活や経済を支える社会インフラであるが、担い手不足、カーボンニュートラルへの対応など
様々な課題

● さらに、物流産業を魅力ある職場とするため、トラックドライバーの働き方改革に関する法律が2024年
4月から適用される一方、物流の停滞が懸念される「2024年問題」に直面

「政策パッケージ」の構成輸送力不足の見通し（対策を講じない場合）

荷主企業、物流事業者（運送・倉庫等）、一般消費者が協力してわが国の物流を支えるための
環境整備に向けて、抜本的・総合的な対策を「政策パッケージ」として策定

中長期的に継続して取り組むための枠組みを、2024年通常国会での法制化も含め確実に整備

１．具体的な施策

（１）商慣行の見直し
（２）物流の効率化
（３）荷主・消費者の行動変容

２．施策の効果

３．当面の進め方

図表「物流革新に向けた政策パッケージ」のポイント

出所：「我が国の物流の革新に関する関係閣僚会議」第2回会合（2023年6月2日開催）資料

21 2023・11


